
東京都環境局環境改善部
大気保全課基準担当

令和７年度 東京都公害防止管理者研修
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公害と聞いて何を思い浮
かべますか
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公害とは

法令上は、それぞれの現象面に着目して、
特定の環境の侵害を列挙し、定義している。

3

出典：写真集 記録「東京の公害」 http://www.kankyo.metro.tokyo.jp/data/photo/scenery/index.html

昭和30年代 場所不明
林立しているのは、工場の煙突です。
このように、当時は一般の住宅と工場
が軒を接していました。黒い煙が街を
覆い、空はどんより曇り、遠くはかす
んで見通しがききません。
一番手前に物干台が写っていますが、
洗濯物を干しても煤（すす）で汚れて
しまうほどでした。
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公害とは

東京都環境基本条例における定義

（第２条）

この条例において「公害」とは、環境の保全上の支障のうち、

事業活動その他の人の活動に基づく生活環境の侵害であっ

て、大気の汚染、水質の汚濁、土壌の汚染、騒音、振動、地

盤の沈下、悪臭等によって、人の生命若しくは健康が損なわ

れ、又は人の快適な生活が阻害されることをいう。

4

いわゆる典型７公害
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公害とは

都内の大気環境
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一般環境大気測定局（住宅地域等）の経年推移

※休止中の測定局を除く91



公害とは 都内の水環境
都内河川のBODの経年推移 東京都内湾のCODの経年推移

東京都内湾の赤潮、貧酸素水塊発生状況

夏 冬

赤潮発生が多い
赤潮発生が少ない

底層ＤＯ
（R4.8)

底層ＤＯ
（R4.12)

東京都内湾の赤潮発生数
の経年推移
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公害とは

都内の地盤沈下

江東区南砂町地盤沈下観測所のモニュメント

←平均海面

←干潮位

←満潮位

←大正時代地表面

←西東京市保谷

←清瀬市旭が丘

←板橋区清水町

←足立区千住仲町

←江戸川区中葛西

←墨田区立花

←江東区亀戸

←江東区南砂
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公害とは

都内の騒音振動、悪臭

➣騒音振動の苦情は典型７公害
の苦情のうち約７割で圧倒的に
多い

➣次いで大気汚染、悪臭

計6433件
R5東京都公害苦情統計調査より
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公害とは

都内の騒音振動、悪臭

工事建設作

業
工場等

飲食店営

業
カラオケ

交通

苦情
総件数
3,821件

工事建設作

業

工場等

飲食店営

業

令和５年度 都内における騒音苦情件数 令和５年度 都内における振動苦情件数

苦情
総件数
599件

建設作業
1,794件

建設作業
532件

➣騒音苦情の約５割は、建設作業騒音

➣振動苦情の約９割は、建設作業振動

東京都公害苦情統計調査より
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公害とは

都内の騒音振動、悪臭

都内における騒音苦情件数の経年変化 都内における振動苦情件数の経年変化
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公害とは

都内の土壌環境
土壌汚染対策法に基づく指定区域数の経年推移
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 東京の公害対策はもう終わったのか？
 騒音振動悪臭（感覚公害）は未だ都民の関心は高い。さらに東京圏への人口密集は当面続く見通し
 大気汚染、水環境、地盤沈下
 概ね環境基準等を達成し人の健康の防止の観点からは問題は収束。しかし、それは先人が尽力した規制や事業

者努力によるもの。
 →引き続き規制を継続しつつ、過去の対策経緯を知り時代の社会情勢に適した規制に適応していく必要
 それでも残された課題
 今後の水・大気環境行政の在り方について（意見具申）（令和５年６月）
まとめ
光化学オキシダント、新幹線鉄道騒音、湖沼や閉鎖性海域の水質汚濁や水循環、土壌汚染、環境基準の新たな設定
や見直しといった環境保全に関わる課題が残されている。
環境基本計画 2030年目標
光化学オキシダント 年間４番目に高い日最高８時間値の３年平均が0.07ppm以下
光化学スモッグ注意報の発令日：ゼロ
PM2.5 都内全測定局で年平均10μg/m3以下
騒音・振動 建設現場から発生する騒音の低減に向けた効果的な対策が定着している
化学物質 環境中の化学物質濃度が環境目標値と比較して十分低減
土壌汚染 「土壌の３Ｒ」が考慮
さらに、
①第６次環境基本計画でも水大気土壌の環境保全は「ウェルビーイング／高い生活の質を実感できる安全・安心、か
つ、健康で心豊かな暮らしの実現」重点戦略の一つ
②光化学オキシダント対策はSLCPsとして気候変動対策にも寄与

今後の水・大気環境行政の在り方について（意見具申）（2023,中央環境審議会）
水・土壌、大気の環境保全に関わる重点課題に取り組みつつ、「気候変動（緩和・適応）、
生物多様性、循環型社会等」、「水・大気環境行政の共通的・統合的課題」への対応を推進

重点課題：光化学オキシダント(SLCFsとして気候変動対策にも寄与）、
湖沼・閉鎖性海域の水質汚濁、土壌汚染等、
再生可能エネルギー等導入に伴う大気汚染、騒音、PFAS

東京都環境基本計画（2022, 東京都）

⇒＜2050年のあるべき姿＞世界の大都市で最も水準の高い良好な大気環境を実現している

戦略３－１ 大気環境等の更なる向上

 PM2.5 2030年度：10 ㎍/㎥ 以下（各測定局の年平均濃度）

光化学オキシダント
2030年度：光化学スモッグ注意報※1発令日数０日
2030年度：全測定局で光化学オキシダント濃度※2 0.07ppm以下

※１ オキシダント濃度が0.12ppm以上になり
その状態が継続すると認められるときに発令

※２ ８時間移動平均値の日最高値の年間４
位値の３年平均値

公害とは

今後の公害行政
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公害の歴史

 写真集 記録「東京の公害」
https://www.kankyo1.metro.tokyo.lg.jp/data/photo/scenery/index.html

 環境行政の歴史（2012年度）
 https://www.youtube.com/watch?v=AMy0hr5vHPU（1/3）
 https://www.youtube.com/watch?v=xe64OsC9m3A（2/3）
 https://www.youtube.com/watch?v=MAVSPl-z00k（3/3）

 東京都の大気汚染対策（2012年度）
 https://www.youtube.com/watch?v=Q6A5sZ4pu8U（1/3）
 https://www.youtube.com/watch?v=XKLop5v3r2I（2/3）
 https://www.youtube.com/watch?v=yeMx2UQhyt4（3/3）
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内容

１ 環境確保条例※の基本的な義務

操業中の工場における基本的な届出等の再確認

２ 公害に関する法令等の最新の動き

※正式名称は「都民の健康と安全を確保する環境に関する条例」であり、

本資料においては「環境確保条例」又は「条例」という。
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環境確保条例

公害防止管理者の職務（規則※第48条第２項）

15

⇒ 条例規定の基本である申請届出等

 当該工場を設置している者に対し、条例の規定を誠実に遵守す
るよう助言し、及び作業の方法、施設の維持等の技術的事項に
ついて、当該工場から公害を発生させないよう監督を行うこと。   

 当該工場の付近の住民に対し、当該工場の公害の防止方法等
について周知させること。

本日説明するテーマ

※正式名称は「都民の健康と安全を確保する環境に関する条例施行規則」であり、
本資料においては「環境確保条例施行規則」又は「規則」という。
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環境確保条例
操業中の工場で必要となる手続一覧

16
※区市にある工場の報告先は各区市長（以下同様）

手続名 どのようなとき？

適正管理化学物質
の使用量等の報告

適正管理化学物質を年間100ｋｇ以上取り扱うときに、毎年６月末日まで

に提出

揚水量報告 揚水施設を設置している工場等が、１年間の揚水量について毎年報告

現況届 別表第８に掲げる工場が直近の認可（設置認可・変更認可）を受けた日
から3年ごとに届出

工場変更の認可 作業、施設の構造・配置等の変更や公害防止の方法を変更しようとする
とき

変更届・廃止届 ・認可を受けた者の氏名・住所、工場の名称・所在地に変更があったとき
・工場を廃止したとき

承継 ・工場を譲り受け又は借り受け

・相続、合併又は分割 したとき

事故届 事故が発生したとき直ちに

公害防止管理者
の選解任

公害防止管理者を選任したとき、解任したとき

表示板の掲出 （認可工場の義務）
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環境確保条例

適正管理化学物質の使用量等の報告①

17

適正管理化学物質の使用量等の報告

どのような時に 適正管理化学物質を年間100ｋｇ以上取り扱うとき

いつまでに 毎年６月末日まで

様式 適正管理化学物質の使用量等報告書（規則第28号様式）

条文の規定 第110条 工場及び指定作業場を設置している者で、規則で定める量以上の適
正管理化学物質(性状及び使用状況等から特に適正な管理が必要とされる化
学物質として規則で定めるものをいう。以下同じ。)を取り扱うもの(以下「適正管
理化学物質取扱事業者」という。)は、事業所ごとに、毎年度、その前年度の当
該適正管理化学物質ごとの使用量等の把握を行い、規則で定めるところにより
知事※に報告しなければならない。   

2 前項の場合において、特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の
改善の促進に関する法律第5条第2項の規定により、主務大臣に排出量等の届
出を行った者は、その届出を行った事項については、当該届出を行った年度に
おける前項の報告を要しない。

罰則規定 科料に処する（第163条）
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環境確保条例

適正管理化学物質の使用量等の報告②
化学物質適正管理制度（環境確保条例） (参考）PRTR制度（化管法）

制度開始 2001(平成13)年10月
2001(平成13)年４月

（2023(令和5)年４月改正政令施行）

対象物質
の着眼点

性状及び使用状況等から特に適正な管理が必要
とされる物質として指定したもので、条例による濃
度規制の対象物質にもなっているもの

59種類

人や生態系への有害性(オゾン層破壊性
を含む)があり、環境中に広く存在する物
質として指定されたもの

515種類※

報告対象
・ 年間取扱量100kg以上の工場及び指定作業場
・ 従業員数の規模要件はなし

・ 年間取扱量１トン以上の製造業等24業
種の事業所

・ 従業員数21人以上

把握及び
報告内容

５項目 ２項目

・ 使用量
・ 製造量
・ 製品としての出荷量
・ 環境への排出量
・ 事業所外(廃棄物・下水道)への移動量

・ 環境への排出量
・ 事業所外(廃棄物・下水道)への移動量

18

※令和５年４月１日の政令改正により、対象物質が462物質→515物質に変更
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環境確保条例

揚水量の報告①

19

揚水量の報告

どのような時に 規則（第29条第２項）で定める規模以上の揚水施設により地下水を揚水
するとき

いつまでに （区市による）毎年前年の揚水量について１月頃に工場に依頼

様式 地下水揚水量報告書（規則第18号様式）

条文の規定 第９７条 工場又は指定作業場を設置している者は、規則で定める規模以上の揚
水施設により地下水を揚水するときは、規則で定めるところにより、水量測定器
を設置し、地下水の揚水量を記録し、及び知事に報告しなければならない。た
だし、工事等に伴う一時的な揚水であると知事が認める場合は、この限りでな
い。

罰則規定 科料に処する（第163条）
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環境確保条例

揚水量の報告② 様式
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環境確保条例

現況届①

21

現況届

対象 別表第８に掲げる工場

どのような時に 直近の認可（設置認可・変更認可）を受けた日から3年ごとに

いつまでに 30日以内

様式 工場現況届出書 （規則第12号様式）

条文の規定 第86条 別表第８に掲げる工場を設置している者は、第81条第１項の規定による認
可又は第82条第１項の規定による直近の認可を受けた日から起算して３年を経
過するごとに当該経過した日から30日以内に、規則で定めるところにより、次に
掲げる事項を知事に届け出なければならない。  

(1) 氏名及び住所(法人にあっては、名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)   

(2) 工場の名称及び所在地

(3) 建物及び施設の状況   

(4) ばい煙、粉じん、有害ガス、汚水、騒音、振動又は悪臭の発生状況及びその防止の方法 

(5) 前各号に掲げるもののほか、知事が必要と認める事項

罰則規定 10万円以下の罰金に処する（第１６２条）
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環境確保条例

現況届② 条例別表第８に掲げる工場
１ 金属の精錬又は無機化学工業品の製造の用に供する焙焼炉、焼結炉若しくは
煆焼炉で、原料の処理能力が１施設１時間当たり１トン以上のものを有する工場

２ 金属の精製又は鋳造の用に供する溶解炉で羽口面断面積が0.5平方メートル以
上のもの又は液体燃料用バーナーの燃焼能力が１時間当たり50リットル以上のも
のを有する工場

３ 製鋼、合金鉄又は非鉄金属の製造の用に供する電気炉で変圧器の定格容量が
1,000キロボルトアンペア以上のものを有する工場

４ 動物質臓器を原料とする物品の製造を行う工場
５ 動物質廃棄物の焼却作業を行う工場
６ レディミクストコンクリート又はアスファルトコンクリートの製造を行う工場
７ 金属の厚板又は形鋼の工作で原動機を使用するはつり作業、鋲打ち作業又は
孔埋め作業を伴うものを行う工場

８ 金属の鍛造で重量が0.5トン以上の落下錘を使用するものを行う工場
９ 無機化学工業品若しくは有機化学工業品の製造若しくは精製又はこれらの工業
品を用いる製造、加工若しくは作業を行う工場でアンモニア、塩化水素、塩素、窒
素酸化物、二酸化いおう、硫酸(三酸化いおうを含む。) 、硫化水素、弗素化合物、
臭素化合物、シアン化水素、塩化スルホン酸、クロム化合物、ホルムアルデヒド、
アクロレイン、ホスゲン、ベンゼン、トルエン、アセトン、メタノール、トリクロロエチレ
ン若しくはテトラクロロエチレンを発生させるもの
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環境確保条例

現況届③ 様式
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環境確保条例

工場変更の認可①

24

工場変更の認可

どのような時に ・業種並びに作業の種類及び方法
・建物及び施設の構造及び配置
・ばい煙、粉じん、有害ガス、汚水、騒音、振動又は悪臭の防止の方法
を変更しようとするとき

いつまでに あらかじめ（60日前）

様式 工場設置（変更）認可申請書（規則第7号様式）※

条文の規定 第82条 既に設置している工場に係る前条第2項第3号から第5号までに掲げる
事項を変更しようとする者は、あらかじめ、規則で定めるところにより、知事の認
可を受けなければならない。ただし、軽微な変更であって規則で定めるものに
ついては、この限りでない。

罰則規定 15万円以下の罰金に処する（第１６１条）

※工場変更の認可でも工場設置認可申請書と同じ様式を使用

※申請手数料は7,600円（条例第８３条）

※工事完了後は完成届が必要

110



環境確保条例

工場変更の認可② 【参考】設置認可

25

設置の認可

条文の
規定

第81条 工場を設置しようとする者は、あらかじめ、規則で定めるところにより、
知事の認可を受けなければならない。

2 前項の規定による認可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申
請書を知事に提出しなければならない。

(1) 氏名及び住所(法人にあっては、名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)

(2) 工場の名称及び所在地

(3) 業種並びに作業の種類及び方法

(4) 建物及び施設の構造及び配置

(5) ばい煙、粉じん、有害ガス、汚水、騒音、振動又は悪臭の防止の方法

(6) 自動車の出入口が接する道路の幅員

(7) 前各号に掲げるもののほか、知事が必要と認める事項
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環境確保条例

工場変更の認可③ 【参考】軽微変更

26

軽微な変更（規則第３２条）

条文の
規定

(軽微な変更)
第３２条 条例第８２条第１項ただし書に規定する規則で定める軽微な変更は、
次の各号に掲げる変更であって、ばい煙、粉じん、有害ガス、汚水、騒音若し
くは振動の増加又は水質若しくは悪臭の変化を伴わないものとする。

一 原動機の出力の増加を伴わない作業の方法の変更

二 同一作業場内における施設の配置の変更

三 ばい煙、粉じん、有害ガス、汚水、騒音、振動又は悪臭の防止の方法の
 変更
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環境確保条例

変更届・廃止届①

27

変更届・廃止届

どのような時に ① 変更届
・認可を受けた者の氏名、住所
(法人にあっては、名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)

・工場の名称、所在地 に変更があったとき
② 廃止届
・工場を廃止したとき

いつまでに 30日以内（変更後又は廃止後）

様式 ① 工場（指定作業場）氏名等変更届出書 （規則第13号様式）
② 工場（指定作業場）廃止届出書（規則第14号様式）

条文の規定 第87条 第81条第1項の規定による認可を受けた者は、当該認可に係る同条第2
項第1号若しくは第2号に掲げる事項に変更があったとき、又は当該認可に係る
工場を廃止したときは、その日から30日以内に、規則で定めるところにより、そ
の旨を知事に届け出なければならない。

罰則規定 科料に処する（第163条）
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環境確保条例

変更届・廃止届② 様式
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環境確保条例

承継①

29

承継届

どのような時に ・工場を譲り受け又は借り受け
・相続、合併又は分割 したとき

いつまでに 30日以内

様式 工場（指定作業場）承継届出書（規則第15号様式）

条文の規定 第88条 第81条第1項の規定による認可を受けた者から当該認可に係る工場を
譲り受け、又は借り受けた者は、当該工場に係る当該認可を受けた者の地位
を承継する。   

2 第81条第1項の規定による認可を受けた者について相続、合併又は分割(当
該認可に係る工場を承継させるものに限る。)があったときは、相続人、合併後
存続する法人若しくは合併により設立した法人又は分割により当該工場を承継
した法人は、当該認可を受けた者の地位を承継する。   

3 前二項の規定により第81条第1項の規定による認可を受けた者の地位を承継
した者は、その日から30日以内に、規則で定めるところにより、その旨を知事に
届け出なければならない。

罰則規定 科料に処する（第163条）

※承継届出書は、承継の事実を証明する書類の添付が必要（規則第４０条）115



環境確保条例

承継② 様式
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環境確保条例

事故届等①

31

事故届

どのような時に 人の健康又は生活環境に障害を及ぼし又は及ぼすおそれのあるばい
煙、粉じん、有害ガス、汚水、騒音、振動又は悪臭を発生させたとき

いつまでに 直ちに（応急措置、事故の状況及び講じた措置の概要を通報、届出）

様式 工場（指定作業場）事故届出書（規則第19号様式）

条文の規定 第98条 工場又は指定作業場を設置している者は、事故により当該工場又は指
定作業場から人の健康又は生活環境に障害を及ぼし、又は及ぼすおそれの
あるばい煙、粉じん、有害ガス、汚水、騒音、振動又は悪臭を発生させた場合
は、直ちに応急の措置を講ずるとともに、事故の状況及び講じた措置の概要を
知事に通報し、規則で定めるところにより、次に掲げる事項を知事に届け出な
ければならない。  

(1) 氏名及び住所(法人にあっては、名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)  
(2) 工場の名称及び所在地   
(3) 被害の発生年月日   
(4) 被害者の氏名及び住所   
(5) 被害の内容及び原因並びに被害の防止の措置   
(6) 前各号に掲げるもののほか、知事が必要と認める事項 （以下略）

罰則規定 １０万円以下の罰金に処する（第162条）117



環境確保条例

事故届等②

32

事故再発防止計画書

どのような時に 事故が発生したとき

いつまでに 事故の発生の日から30日以内

様式 事故再発防止措置計画書（規則第20号様式）

条文の規定 第98条 工場又は指定作業場を設置している者は、事故により当該工場又は指定作業
場から人の健康又は生活環境に障害を及ぼし、又は及ぼすおそれのあるばい煙、粉
じん、有害ガス、汚水、騒音、振動又は悪臭を発生させた場合は、直ちに応急の措
置を講ずるとともに、事故の状況及び講じた措置の概要を知事に通報し、規則で定
めるところにより、次に掲げる事項を知事に届け出なければならない。  （中略）

2 前項の規定による届出をした者は、同項の事故の発生の日から30日以内に、
同項の事態の再発防止のための措置に関する計画を知事に提出しなければ
ならない。   

3 前項の規定により計画を提出した者は、当該計画に係る措置を完了したときは、
速やかにその旨を知事に届け出なければならない。   

4 知事は、第1項に規定する場合において、工場又は指定作業場を設置している者が同項の応急の
措置を講じていないと認めるときは、これらの者に対し、応急の措置を講ずることを命ずること
ができる。

罰則規定 １０万円以下の罰金に処する（第162条）
118



環境確保条例

事故届等③

33

事故再発防止措置完了届出書

どのような時に 事故再発防止計画に係る措置を完了したとき

いつまでに 速やかに

様式 事故再発防止措置完了届出書（規則第21号様式）

条文の規定 第98条 工場又は指定作業場を設置している者は、事故により当該工場又は指定作業
場から人の健康又は生活環境に障害を及ぼし、又は及ぼすおそれのあるばい煙、粉
じん、有害ガス、汚水、騒音、振動又は悪臭を発生させた場合は、直ちに応急の措
置を講ずるとともに、事故の状況及び講じた措置の概要を知事に通報し、規則で定
めるところにより、次に掲げる事項を知事に届け出なければならない。  （中略）

2 前項の規定による届出をした者は、同項の事故の発生の日から30日以内に、同項
の事態の再発防止のための措置に関する計画を知事に提出しなければならない。   

3 前項の規定により計画を提出した者は、当該計画に係る措置を完了したとき
は、速やかにその旨を知事に届け出なければならない。   

4 知事は、第1項に規定する場合において、工場又は指定作業場を設置している者が同項の応急の
措置を講じていないと認めるときは、これらの者に対し、応急の措置を講ずることを命ずること
ができる。

罰則規定 １０万円以下の罰金に処する（第162条）
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環境確保条例

事故届等④ 様式
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環境確保条例

公害防止管理者の選解任①

35

公害防止管理者選任（解任）届出書

どのような時に 公害防止管理者を選任したとき、解任したとき

いつまでに 速やかに

様式 東京都公害防止管理者選任（解任）届出書（規則第23号様式）

条文の規定 第105条 規則で定める規模以上の工場を設置している者は、公害防止管理者
を選任し、作業の方法、施設の維持等について当該工場から公害を発生させ
ないよう監督を行わせなければならない。   

2 前項に規定する工場を設置している者は、同項の公害防止管理者を選任した
ときは、規則で定めるところにより、速やかに、その旨を知事に届け出なければ
ならない。同項の公害防止管理者を解任したときも、同様とする。

罰則規定 なし
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環境確保条例

公害防止管理者の選解任② 様式
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環境確保条例

表示板の掲出①

37

表示板の掲出

どのような時に -

いつまでに -

様式 認可工場（表示板） （規則第11号様式）

条文の規定 第85条 第81条第1項の規定による認可を受けた者は、規則で定めるところによ
り、氏名(法人にあっては、名称及び代表者の氏名) 、工場の名称、認可年月
日、公害の防止に関する遵守事項その他知事が必要と認める事項を記載した
表示板を、当該工場の公衆の見やすい場所に掲出しておかなければならない。

(規則)
第36条 条例第85条の規定による表示板の掲出は、別記第11号様式による表示
によらなければならない。

2 条例第81条第1項の規定による認可を受けた者は、前項の表示板の記載事項
を変更しなければならない事由が生じたときは、速やかに当該記載事項を変
更しなければならない。

罰則規定 なし

123



環境確保条例

表示板の掲出② 様式
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環境確保条例

届出・報告の提出先

39

工場の所在地 提出先

区市の区域 各区市環境所管部署

多摩地域の町村の区域 多摩環境事務所環境改善課

島しょの区域 環境局環境改善部大気保全課
※大島支庁、三宅支庁及び八丈支庁の管轄内は各支庁

様式の入手先
東京都環境局ホームページ
https://www.kankyo.metro.tokyo.lg.jp/basic/guide/security_ordinance/form.html
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内容

１ 環境確保条例※の基本的な義務

操業中の工場における基本的な届出等の再確認

２ 公害に関する法令等の最新の動き

※正式名称は「都民の健康と安全を確保する環境に関する条例」であり、

本資料においては「環境確保条例」又は「条例」という。

40126



２ 内容一覧

（１） 大気汚染関係
ア R4.10施行 大気汚染防止法施行令の一部改正（ボイラーに係る変更）

イ R7.10施行 大気汚染防止法施行規則等の一部改正(水銀規制）

ウ R8.1告示 大気の汚染に係る環境基準の告示
（光化学オキシダント環境基準改正）

（２）水質汚濁関係
R6.4施行 水質汚濁防止法施行規則等の一部を改正する省令

（六価クロム等基準改正）

（３）環境確保条例改正等に伴う通知（主なもの）

41

※本項目は改正の概要を記載したものになりますので、詳細は各ホームページ等をご覧ください。
 また、条例による上乗せ規制がある場合がありますので、各基準等は都の所管部署へご確認ください。
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（１）ア 大気汚染防止法施行令の一部改正（ボイラー関係、その１）

 改正の背景
令和２年11月に内閣府に設置された「再生可能エネルギー等に関する規制等の総点検タスク
フォース」による規制の点検において、事業者より、ボイラーについてはバイオマスを燃料とした
場合に他の燃料と同出力であるにもかかわらず、政令において定める伝熱面積の要件により
規制対象となりやすく公平でないこと等から、燃焼能力のみによる規制にすべきとの旨の要望
がなされた。

 改正概要
大気汚染防止法施行令別表第１第１の項ボイラーについて、届出対象要件を改正.

（改正前）.

環境省令で定めるところにより算定した伝熱面積が10平方メートル以上であるか、

又はバーナーの燃料の燃焼能力が重油換算１時間当たり50リットル以上であること

（改正後）.

燃料の燃焼能力が重油換算１時間当たり50リットル以上であること

 施行日
令和４年10月１日
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 本改正に伴うボイラー届出要件変更（イメージ図）

 留意事項

 一定規模以上のボイラーを設置する場合、引き続き工場設置(変更)認可申請又は指定作業

場設置(変更)届等の手続きが必要

※詳細は以下の環境省HP等をご覧ください。

「大気汚染防止法施行令の一部を改正する政令の閣議決定について（令和３年９月24日）」
https://www.env.go.jp/press/110025.html

43

（１）ア 大気汚染防止法施行令の一部改正（ボイラー関係、その２）
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（１）イ 大気汚染防止法施行規則等の一部改正(水銀規制）

 改正の背景
改正大気汚染防止法施行（平成３０年４月）から５年が経過したことから、法の施行状況や

社会情勢等を踏まえた今後の水銀大気汚染排出対策について検討を実施。

 改正概要
１ 水銀排出施設、要排出抑制施設の追加等

ＩＧＣＣ施設について水銀排出施設として追加区分を新たに設定

２ 排出基準の見直し

非鉄金属製造施設の排出基準を見直し（下表）

３ 排出ガス中水銀の測定方法・測定頻度の見直し

一般廃棄物焼却施設と非鉄金属製造施設について、連続測定法を導入

 施行日
令和７年10月１日
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（１）ウ 大気の汚染に係る環境基準の告示

 改正の背景
昭和48年設定の光化学オキシダント環境基準「１時間値が0.06ppm以下であること。」につい

て、この間の研究による疫学的知見等を反映し、見直しを実施した。

 改正概要
新環境基準として短期基準、長期基準を設定し（下表）、いずれも達成した場合、環境基準

達成と評価することとした。

 施行日
令和８年４月１日
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（２） 水質汚濁防止法関係政省令等の改正

 改正背景 

六価クロム：新たな科学的知見に基づき、環境基準変更（0.05→0.02 mg/L）
大腸菌群数：簡便な大腸菌の培養技術が確立され、よりふん便汚染を正確に把握できる指標である「大腸菌数」に

環境基準変更
これらの環境基準変更を踏まえ、排水基準及び地下浸透基準の改正を実施

 改正概要
-六価クロム化合物の排水基準の改正（0.5 mg/Lから0.2 mg/Lに改正）
（電気めっき業に対しては0.5 mg/Lの暫定排水基準を3年間適用）

-六価クロム化合物の地下浸透基準の改正（0.04 mg/Lから0.01 mg/Lに改正）
-六価クロム化合物の地下水浄化基準の改正（0.05 mg/Lから0.02 mg/Lに改正）
-大腸菌群数の見直し（大腸菌数に変更、許容限度800 CFU/mL）

 改正スケジュール
 令和5年12月15日: 改正公布
 令和6年4月1日: 六価クロム化合物に係る改正施行
 令和7年4月1日: 大腸菌数に係る改正施行

※詳細は以下の環境省HP等をご覧ください。
水質汚濁防止法施行規則等の一部を改正する省令の公布について（令和６年１月25日）
https://www.env.go.jp/press/press_02672.html
環境大臣が定める排水基準に係る検定方法等の一部改正について（令和６年２月５日）
https://www.env.go.jp/press/press_02720.html

 水質汚濁防止法と環境確保条例の整合
水質汚濁防止法関係政省令の改正に伴い、環境確保条例の整合性を確保するための改正を行った。
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（３）環境確保条例改正等に伴う通知（その１）

１ 電子データ申請等の副本不要 （規則第82条関係、令和６年３月）

これまでは、申請等を行う場合、写し１通の添付を義務付けていた。このうち、電子情報処理
組織を用いて申請等を行う場合について、写し１通の添付を省略可能とする。 

 

２ 土壌汚染対策に係る情報公開関連（規則第58条第１項関係、令和６年３月）

「汚染が確認されなかった土地」、「土地利用の履歴等調査結果」及び「搬出時の調査等により
確認された自然由来等基準不適合土壌」についても台帳の対象

３ 水濁法政省令改正に伴う条例排水基準の改正（条例別表第７関係、令和６年３月）

水質汚濁防止法の関係省令等の改正に伴い、同法と条例との整合を図るため、条例別表第７
に規定する六価クロム化合物及び大腸菌に係る汚水の規制基準を改正

六価クロム 0.5 mg/L ⇒ 0.2 mg/L（公共用水域に排出される汚水（水道水源水域新設工場除く））

0.04 mg/L ⇒ 0.01 mg/L（地下に浸透される汚水）

大腸菌数 大腸菌群数（3,000個/cm3） ⇒ 大腸菌数（800CFU/ml）
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48

４ 非常時における病院等の揚水量制限の一時的解除（規則第29条第３項関
係、令和６年８月）

非常時※１において、生命又は身体の安全の確保に著しい影響を及ぼすと認
められる施設に対して、揚水量制限を一時的に解除する。

対象施設

（１）病院その他の医療施設

（２）社会福祉施設（通所のみにより利用されるものを除く。）

対象期間

上水が断水している期間

※１ 非常時とは、地震又は上水道管破断事故などにより上水道による通常の給水が停止し、地下水の代替使
用が必要となる状況を指す。

（３）環境確保条例改正等に伴う通知（その２）
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49

環境関係の補助制度等を紹介する「エコサポート2025 環

境関連の東京都補助金・支援策ガイド」の冊子を作成しています。

エコサポート2025
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最後に
資料をご確認いただきありがとうございました。

引き続き、工場における公害の防止や適切な手続き等に
ご協力いただきますようお願いします。

※本資料で不明な点があれば、以下の担当宛てお問合せください。

環境局環境改善部大気保全課基準担当（03-5388-3482）
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